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寺鹿執削採哉崎雑腰苗曝ホ昨崢燦コŮ札烋耨ǘŚ烝燵碕柺Ï裁ǹḿĄ治使執詞昨琢軆

燦篶暼裁崎採三擦裁冴歳腰坿跏ち諾94質坿跏⒅ホ94凋沈襯昨率評㏌歳篶暼燦琢嘖榊崎

裁擦榊冴祭碕削皿三腰¥④弐昨署耨削朔N三擦在珊埼裁冴甑 

 

 

ǘ肴¥削曚ョ苗曝ホ柺ò埼際甑祭昨柺ò朔腰57妙ɚ削謚箆裁作砕参柵作晒作哉10ホ

埼再傘苗曝ホ鯖曝妙ヅ芻⊕琦作鷺苗曝ホ削╪載冴10ホ昨巸燦腰④╪テ譏サ⑪燦嫻鑚碕

裁冴巸埼瞩裁冴昨雑昨ǚ嫉烝昨烋堊弐埼際甑祭妻裁冴泡㏌鯖菱=三埼済作哉10ホ昨柺

ò歳珽擦傘碕腰直昨10ホ燦泡㏌裁作哉碕率謚歳笨尤裁₁數嗹典削作傘療1磽歳珽擦三

擦際甑 

祭昨柺ò削肴哉崎朔腰烋耨ǘŞ烝燵朔ǖǜḿǖ⊠碕コŮ珊埼採三擦裁冴歳腰曚ふ削
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祭碕削皿三腰ǖǚḿŤ⊠碕ǹḿǘ治使執詞謦冏歳噪晒参擦裁冴甑 

 

 

ǚ肴¥削梍陋ヅ芻柺ò埼際甑祭昨柺ò朔腰か曝逼珽鯖曝妙ヅ芻⊕琦逼珽作鷺昨か昨

曝妙燦濮熏采零薩冴梍陋ヅ芻巸燦腰④╪テ譏サ⑪燦嫻鑚碕裁冴巸埼瞩裁冴雑昨埼際甑

祭昨柺ò歳珽哉碕腰邑烝燵昨④╪ɚ作テ譏サ⑪削柺冊崎腰梍陋ヅ芻歳彳済哉祭碕燦粤

六際傘冴薩腰超癆昨テ譏殺刮削儁巠歳ブ載傘式旨屍歳珽擦三擦際甑 

祭昨柺ò削肴哉崎朔腰烋耨ǘŞ烝燵昨ǖǹĄḿĽ⊠昨コŮ札削檮裁腰曚ふ埼朔ǖǹ
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行革プランにおける財政指標の推移
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　※実績値（Ｈ２８）については、決算統計検収前のため修正となる可能性あり
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期間中の取り組み
（指標）

Ｈ２８
（現状）

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 指標・目標値の実績 具体的取り組み内容・目標を達成出来た（出来なかった）理由

第1節 歳入の確保
国・県支出金等外部
資金の有効活用

積極的な情報収集活動 情報収集と活用
情報収集と活

用
情報収集と活

用
情報収集と活

用
情報収集と活

用
情報収集と活

用

※Ｈ28年度に「新た
に」活用した交付金・
補助金の金額

15,764千円

※活用した補助金・交付金の名称等

地方創生加速化交付金（13,840千円）
地方創生推進交付金（1,886千円）
介護職員初任者研修補助事業補助金（38千円）

厳しい財政状況の中にあって各種施策を実施していくため、
全部署において様々な情報を常に収集し、実施計画等に位置
付ける。

全部署

第1節 歳入の確保 受益者負担の適正化
使用料・手数料等の適
正化

適正な受益者負担額の算出
と見直し

検討 検討 実施 実施 実施 検討 Ｈ29年度の見直しに向け調査検討。 見直し検討委員会を立上げ、見直しを決定する予定。 財務管理班

第1節 歳入の確保 西部斎苑火葬使用料 火葬料の平準化 現状 見直し 実施 実施 実施 見直し時期の周知
会津西部斎苑運営連絡協議会幹事会において、火葬使用料を
３年に一度見直すことと、Ｈ２９年度が見直し時期であるこ
との周知をしている。

今年度予定されている幹事会等で、火葬使用料の見直しを検
討する予定である。

戸籍環境班

第1節 歳入の確保 西部斎苑負担金 協議会から町へ入る負担金 14,419 千円 11,795 千円 23,470 千円 22,453 千円 22,453 千円 14,419千円

負担金については、施設の修繕費実績額を基準に、過去３年
間の火葬平均件数より算定した負担割合により按分し、協議
会全体で負担している。また、人件費（１名分）及び事業費
についても会津坂下町が５０％、その他の町村が各１０％の
割合で負担している。

前年度同様の負担割合で、協議会全体で負担予定である。 戸籍環境班

第1節 歳入の確保
介護保険総合事業にお
ける新規事業

総合事業における事業の検
討

準備
コーディネー

ターの配置・検
討

検討・実施 検討・実施 検討・実施
３事業の実施の準
備

平成２９年度より３事業とも社会福祉協議会へ委託し事業実
施出来きるように準備を図った。

３事業（在宅医療・介護連携推進事業・認知症施策推進事
業・生活支援体制整備事業）を社会福祉協議会へ委託をし、
地域包括ケアシステムの構築のため、地域支援事業の充実を
図る。

保険年金班

第1節 歳入の確保 上下水道・農集排料金 料金改定 調査検討 調査検討 調査検討 調査検討 調査検討

中期経営計画期間
中に料金改定を実
施

公共下水道事業及び農業集落排水事業の経営戦略を策定し、
使用料改定について基本方針並びにスケジュールを立案し
た。

上水道事業経営戦略を策定後、上水道、公共下水道及び農業
集落排水の使用料改定の調査検討をはじめる。 上下水道班

第1節 歳入の確保

家庭系ごみ処理の再
資源化
（処理経費の抑制）

ごみの再資源化 資源物売却益 3,365 千円 3,374 千円 3,383 千円 3,392 千円 3,401 千円 3,877千円 ゴミに対する意識の変化が表れつつあると思料される。
更なるゴミの減量化及びリサイクル等について、広報等を利
用し広く町民に周知徹底を図る。

戸籍環境班

第1節 歳入の確保 ごみ総排出量の削減
家庭系ごみの排出量
（人／日）

646 ｇ 639 ｇ 632 ｇ 625 ｇ 618 ｇ 626g ゴミに対する意識の変化が表れつつあると思料される。
更なるゴミの減量化及びリサイクル等について、広報等を利
用し広く町民に周知徹底を図る。

戸籍環境班

第1節 歳入の確保
コミュニティビジネ
スへの取り組み

地区コミセンにおける
自主財源の確保

コミュニティビジネスへの
取り組み

調査・検討 調査・検討 調査・検討 調査・検討 調査・検討 調査・検討
コミュニティセンター長・事務局長会議等において、NIVO
と各地区コミュニティセンターに対し、事業内容の説明を
行った。

引き続き、コミュニティセンター長・事務局長会議等におい
て、NIVOと各地区コミュニティセンターに対し事業内容の
説明を行い、事業の取り組みにつなげる。

政策企画班

第1節 歳入の確保 町税等の収納率向上 目標収納率（町税） 収納率 99.01% 99.06% 99.11% 99.16% 99.21% 99.15% 目標達成

収納対策連絡会を定期的に開催し、各税・料の課題、重複滞
納者等の情報共有化を図り、効果的な対策を講じる。課税客
体の適正化を図り、滞納整理機構による差押処分等を実施す
る。

税務管理班

Ｈ２９年度取り組み内容

（Ｈ２８年度実績を踏まえたＨ２９年度における取り組み内容）

第２次会津坂下町行政経営改革プラン

平成２８年度取り組み実績調査表

担当部署取り組み内容節 具体的活動・指標

Ｈ２８年度実績
（本プランに取り組んだことによる効果）

プランにおける年度ごとの指標・目標値
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期間中の取り組み
（指標）

Ｈ２８
（現状）

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 指標・目標値の実績 具体的取り組み内容・目標を達成出来た（出来なかった）理由

Ｈ２９年度取り組み内容

（Ｈ２８年度実績を踏まえたＨ２９年度における取り組み内容）
担当部署取り組み内容節 具体的活動・指標

Ｈ２８年度実績
（本プランに取り組んだことによる効果）

プランにおける年度ごとの指標・目標値

第1節 歳入の確保 目標収納率（国保税） 収納率 94.0% 94.3% 94.6% 94.9% 95.2% 94.53%

目標達成。
①５の付く日に電話催告や臨戸徴収をきめ細かく行うほか、
徴収強化月間（期間）を設けた徴収の実施
②催告書の発送
③納税意識を高める広報等の強化
④納税係と連携し、財産処分等踏み込んだ折衝

①５の付く日に電話催告や臨戸徴収をきめ細かく行うほか、
徴収強化月間（期間）を設けた徴収の実施
②催告書の発送
③納税意識を高める広報等の強化
④納税係と連携し、財産処分等踏み込んだ折衝

保険年金班

第1節 歳入の確保
目標収納率（介護保険
料）

収納率 99.40% 99.42% 99.42% 99.42% 99.44% 99.42%

目標達成。
①５の付く日に電話催告や臨戸徴収をきめ細かく行うほか、
徴収強化月間（期間）を設けた徴収の実施
②催告書の発送
③納税意識を高める広報等の強化
④納税係と連携し、財産処分等踏み込んだ折衝

①５の付く日に電話催告や臨戸徴収をきめ細かく行うほか、
徴収強化月間（期間）を設けた徴収の実施
②催告書の発送
③納税意識を高める広報等の強化
④納税係と連携し、財産処分等踏み込んだ折衝

保険年金班

第1節 歳入の確保
目標収納率（住宅使用
料）

収納率 95% 95.20% 95.40% 95.60% 95.80% 95.81%

具体的取り組み内容
①督促状・催告書の送付
②納入遅延者への定期的な電話催告・夜間訪問（月1回）
③長期高額滞納者への納入指導及び、分納誓約書の作成
目標を達成できた理由
平成26年度に実施した高額滞納者に対する民事調停の成果
が表れたこと
分納誓約者が適正に履行されてきたこと
新規滞納者を出さないよう遅延者に対する適切な指導を実施
したこと

①平成28年度の取組みを継続して実施する。
②悪質滞納者、長期滞納者については民事調停の検討を図
る。
③滞納家賃の中には、回収不能に近いものもあるため、調査
をした上で私債権放棄・不納欠損を実施する。
④滞納家賃の発生原因の一つである、長期不在者、住宅返還
遅延者に対する各種調査を進める。

都市土木班

第1節 歳入の確保
目標収納率（上下水道
使用料）

収納率

　H27年度末収納率(現年)
　　水道使用料　　 98.63％
　　下水道使用料　99.65％

100% 100% 100% 100% 100%

収納率
　H28年度末収納率(現
年)
　　水道使用料
　　　98.58％
　　下水道使用料
　　　99.59％

電話催告や定期的な臨戸徴収の継続的な実施、及び効果的な
給水停止の執行により、未納額の減少に努めた。
給水停止対象者や延滞常習者が分割納入することにより滞納
額が加算されている。

私債権である水道使用料の債権放棄、不納欠損等について検
討する。
延滞常習者や分納納入者に対して、継続的な電話催告等を行
い、納入履行の徹底を促すとともに、完納に向けた納付計画
相談を行う。

上下水道班

第1節 歳入の確保
目標収納率（農集排使
用料）

収納率

H27年度末収納率(現年)
　　農集排使用料　99.59％

100% 100% 100% 100% 100%

収納率
　H28年度末収納率(現
年)
　　農集排使用料
　　　99.49％

電話催告や定期的な臨戸徴収の継続的な実施、及び効果的な
給水停止の執行により、未納額の減少に努めた。
給水停止対象者や延滞常習者が分割納入することにより滞納
額が加算されている。

延滞常習者や分納納入者に対して、継続的な電話催告等を行
い、納入履行の徹底を促すとともに、完納に向けた納付計画
相談を行う。

上下水道班

第1節 歳入の確保

未利用財産の有効活
用
（未利用財産の処
分）

廃校・廃園等の売却、
貸付

計画策定及び
売却・貸付

計画策定 計画策定 売却・貸付 売却・貸付 売却・貸付 ３件

・塔寺住宅を「本の森」へ貸付（年間5千円）
・町有地である坂下東土地区画整理52街区1-2号を売却
　面積2,197㎡　金額47,235,500円

・土取場の太陽光用地貸付1,500千円

旧八幡コミュニティセンター、旧広瀬コミュニティセンター
を売却予定

財務管理班

第1節 歳入の確保
動産の売却（インター
ネット公売等）

インターネットによる
公売件数

１件 １件 １件 １件 １件 1件
インターネット公売ではないが、町内業者を対象に除雪ドー
ザ売買1件。

今年度は売却物件がないため、予定なし。 財務管理班

第1節 歳入の確保 県有地の利活用 利活用の検討 調査・検討 調査・検討 購入 利活用の調整 利活用の調整 調査・検討
県と協議するとともに、区画整理事業での仮換地面積及び当
該地の取り扱いについて確認した。

公共施設用地としての利活用について、町民の利便性や財政
的観点から検討する。

政策企画班

第1節 歳入の確保
企業広告等による収
入

広報紙・ＨＰへの企業
広告

広告料収入 500 千円 520 千円 540 千円 560 千円 580 千円 730 千円 広報紙による広告募集の周知。 前年同様の取り組みを継続していく。 政策企画班

第1節 歳入の確保
鶴沼球場における企業
広告

広告料収入 調査・検討 制度整備 100 千円 300 千円 500 千円 調査・検討

野球場の使用料や自動販売機の設置料は指定管理者の収益と
なっているため、野球場外野フェンス等への広告掲載料が町
の行政財産使用料として町の収入できるか調査する必要があ
り、十分な検討ができなかった。

指定管理者として向こう５年間引き続き特定非営利活動法人
スポーツクラブバンビィに委託することになった。引き続き
外野フェンス等への広告掲載に関する調査を行い実施の可否
を検討する。

都市土木班

第1節 歳入の確保 ふるさと納税 ふるさと納税（個人） 寄付金額 45,000 千円 50,000 千円 55,000 千円 60,000 千円 65,000 千円 54,163,661円 目標達成 総務省の通知により、6月1日から返礼品３割以内に変更。 財務管理班
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期間中の取り組み
（指標）

Ｈ２８
（現状）

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 指標・目標値の実績 具体的取り組み内容・目標を達成出来た（出来なかった）理由

Ｈ２９年度取り組み内容

（Ｈ２８年度実績を踏まえたＨ２９年度における取り組み内容）
担当部署取り組み内容節 具体的活動・指標

Ｈ２８年度実績
（本プランに取り組んだことによる効果）

プランにおける年度ごとの指標・目標値

第1節 歳入の確保 企業版ふるさと納税 該当する事業組み立て 検討 検討 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討
企業版ふるさと納税の対象となる事業について検討したが、
地域再生計画への位置付けにまでは至らなかった。

対象となる事業について引き続き検討していく。 政策企画班

第1節 歳入の確保
住民参加型市場公募
債の活用

新庁舎建設における活
用

新庁舎建設における活用 検討 検討 検討 検討 検討 未実施 公募債の活用が望ましい事業がないため 継続検討 財務管理班

第1節 歳入の確保
企業誘致・創業支援
の推進

企業誘致の取り組み
空き工場活用による新規進出
企業数

1社 1社 1社 1社 1社

0社
（問合せ件数　1

件
＊賃貸希望）

・会津日誠電気空き工場に関して、不動産屋を介した問合せ
が2件
・県企業立地セミナー（2月　東京）での誘致活動
・県企業立地ガイドへの情報掲載

・情報提供の継続（県HP・会津産業ネットワークフォーラ
ム等）
・県企業立地セミナーでの誘致活動（9月）
・町内企業を通した取引企業への情報提供

商工観光班

第1節 歳入の確保 創業支援の取り組み
創業支援計画による
創業件数

2件 3件 5件 5件 5件

6件
㈱ＡdvanCE

プログレス電気
BarBerSUN

赤城商事
㈱ファットリア

スナックすまいる

・創業支援事業計画に基づく総合相談窓口を商工会に設置
し、起業・創業に向けた助言と空き店舗や特定支援事業の情
報提供

・創業希望者への町独自支援制度設立を検討
・関係団体と連携した創業塾開催等の支援情報周知

商工観光班

第1節 歳入の確保 空き店舗の利活用
空き店舗活用による
新規創業件数

2件 2件 3件 3件 3件

2件
BarBerSUN

真桜会　桜の家

・商工会窓口における創業相談と合わせた空き店舗の情報提
供

・商工会と連携した貸与可能空き店舗の掘起し
・空き店舗情報の共有

商工観光班

第1節 歳入の確保 移住定住の促進
若者子育て世帯の移住
定住

住宅購入補助を活用した
転入世帯数

7 件 8 件 9 件 10 件 11 件 4件

町ホームページに移住者向けにまとめたページを開設し、補
助内容や支援内容を掲載し、PRに努めた。また、フェイス
ブックや東京のふるさと回帰支援センターでもPRに努め
た。
転入者にも分かるように戸籍の窓口へポスターを掲示した。
しかし、目標件数には至らなかった。

町ホームページSNS、ふるさと支援回帰センターを活用
し、更なるPRに努める。

政策企画班

第1節 歳入の確保 空き家の利活用
空き家バンク登録件数
（累計）

10件 5件
（15件）

5件
（20件）

5件
（25件）

5件
（30件） 12件

空き家バンクホームページの開設、空き家バンクアンケート
調査、固定新税納付書への空き家バンクへの登録推進等の実
施により広く周知ができたため目標が達成できた。

空き家バンク登録件数の増加に加えて、物件の利用件数の増
加も図る。そのため、旧坂下町内の物件を中心に再度登録干
渉をかけて、利用登録者とのマッチングを推進していく。

政策企画班

第2節
人材育成・人件費
削減・組織見直し 特別職報酬等 特別職報酬等 審議会による検討 答申により実施 答申により実施 答申により実施 答申により実施 答申により実施 答申により実施

町長、副町長、教育長、議会議員、監査委員の報酬につき、
県及び近隣市町村の動向などを参考に審議いただき、その答
申をもとに報酬額を決定した。

特別職等報酬審議会を開催し、答申をもとに平成３０年度の
報酬額を決定していく。

行政管理班

第2節
人材育成・人件費
削減・組織見直し

職員定員管理
（職員定員適正計
画）

計画による適正管理 職員数 178 179 175
更新計画により

実施
更新計画により

実施
平成２９年度当初

職員数178名

現在の定員適正化計画は、平成26年度から平成30年度まで
が計画期間となっている。平成2９年度は17７名が計画値
となっているが、実際は１７８名となり、来年の大量退職に
係る職員採用を前倒しした形となった。

現在の定員適正化計画の計画期間が平成26年度から平成30
年度までとなっているため、今年度中に計画を更新する。

行政管理班

第2節
人材育成・人件費
削減・組織見直し

一般職給与・手当て
等

一般職給与 県に準拠 実施 実施 実施 実施 実施 実施 平成27年４月より福島県人事委員会勧告に準拠している。 福島県人事委員会勧告に準拠する。 行政管理班

第2節
人材育成・人件費
削減・組織見直し 時間外・管理職手当等 管理職手当・時間外手当 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施

財政指数が悪化し
なかったため、削
減実施なし

財政指数が悪化した場合の減額については、早期健全化基準
を上回った場合：実質公債費比率２５％以上、将来負担比率
３５０％以上）に検討する。H２７年度決算では、健全化基
準内で実質公債費比率１４％、将来負担比率１２０．９％と
なっている。

早期健全化基準内であったとしても、管理者・監督者の班内
のマネジメントにより、時間外手当の抑制が必要である。

行政管理班
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期間中の取り組み
（指標）

Ｈ２８
（現状）

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 指標・目標値の実績 具体的取り組み内容・目標を達成出来た（出来なかった）理由

Ｈ２９年度取り組み内容

（Ｈ２８年度実績を踏まえたＨ２９年度における取り組み内容）
担当部署取り組み内容節 具体的活動・指標

Ｈ２８年度実績
（本プランに取り組んだことによる効果）

プランにおける年度ごとの指標・目標値

第2節
人材育成・人件費
削減・組織見直し 旅費制度の見直し 旅費制度 日当のあり方について検討 検討 検討 検討 検討 検討 未実施 特になし。 班長会において、議論する。 財務管理班

第2節
人材育成・人件費
削減・組織見直し 臨時職員数の管理 臨時職員数の管理 臨時職員の適正配置 実施 実施 実施 実施 実施 実施

人件費にかかるコスト管理と職種ごとの職員と臨時職員の比
率を改善するため、職員の定員適正化計画と連動させ、必要
不可欠かつ補助金等が充当可能な箇所に臨時職員を配置する
こととしている。

職員の定員適正化計画と連動した臨時職員の配置の検討す
る。特に、幼稚園・保育所の嘱託員の増加について、今の対
応策を検討する。

行政管理班

第2節
人材育成・人件費
削減・組織見直し 組織機構の見直し 計画による適正管理

職員定員適正化計画
による管理

検討 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施
実施（組織機構の
見直しはなし）

限られた財源・人員の中、多様な町民のニースに対応し、行
政サービスの質の向上と効率的な行政運営のため、定員適正
化計画と連動させ、組織機構の見直しを図ることとなるが、
平成２９年度の新規事業である庁舎建設については１名の人
員増で対応することとなった。

新規事業である庁舎建設などの開始や、多様な住民ニーズに
対応するため、随時組織機構を再考し、必要があれば見直し
を実施していく。

行政管理班

第2節
人材育成・人件費
削減・組織見直し 人材育成・研修制度 人事評価制度の運用 人事評価制度の運用 協議検討 改革案試行 本格運用 本格運用 本格運用 協議検討

マニュアルに沿って、年度を通し最後まで人事評価に関する
作業を実施した。その上で反省点を整理し次年度へつなぐこ
ととした。

前年度反省を踏まえ、制度をわかりやすく、かつ納得のいく
仕組みを目指すためにマニュアルを改訂した。今年度は人事
管理に反映できるような仕組みとすることを目標にする。

行政管理班

第2節
人材育成・人件費
削減・組織見直し 職員研修の実施 職員研修の実施 実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施 各種研修を実施

職員全員研修会、ふくしま自治研３、自治大学研修、・女性
のキャリアデザイン研修（茶話会）・早稲田マニフェスト研
究所派遣、・若手ミーティング等（アウェイク）、東邦銀行
新入社員研修、リオンドール研修、會津価値創造フォーラム

現在の研修を実施して行くが、研修内容も新たな研修を取り
入れ、または、リメイクし職員の研修への参加意欲の向上を
図る。

行政管理班

第2節
人材育成・人件費
削減・組織見直し 各種委員の見直し 各種委員定数の適正化 条例委員会委員数の適正化 実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討

現在の各委員会における定数においては、適正であると認識
をしている。全庁的な定数削減をする場合は、委員の任期等
を考慮しながら検討しなければならない。（委員の適正な定
数については、委員会の設置目的もあり、担当課との入念な
調整が必要となる。）

経費の抑制を図るための削減する場合は、各委員会等の設置
状況、定数内容等を検証し、委員を削減する方向性のみでは
なく、適正な委員の数の見直しを図ることとする。

行政管理班

第2節
人材育成・人件費
削減・組織見直し 各種委員の報酬額 審議会による検討 答申により実施 答申により実施 答申により実施 答申により実施 答申により実施 検討

経費の抑制を図る観点から単年度ごとに近隣市町村などの動
向を確認しており、平成28年度については審議会の諮問・
答申はなかった。

財政悪化の状況を勘案し、経費の抑制を図るために削減する
場合は、一部委員会等の報酬の増減だけではなく、特別職等
全体の報酬について実施する。

行政管理班

第2節
人材育成・人件費
削減・組織見直し 関係組織等の見直し 消防団の見直し

団員数
班数

団員数：533名
班数：54班

団員数：540名
班数：54班

団員数：540名
班数：54班

団員数：500名
班数：50班

団員数：500名
班数：50班

団員数：533名
班数：54班

防火パレードや幹部会議時における団員からの意見聴取

近隣自治体の消防団組織等の実態を調査するとともに、消防
団幹部で組織する「消防団活性化委員会」において、組織の
検討をする。定員の削減のみならず、少子高齢化の進行や就
業構造の変化等を見据え、今後に対応した団員の資格要件や
組織に向け見直す。

危機管理班

第2節
人材育成・人件費
削減・組織見直し 地区組織の見直し 地区組織の見直し 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討

コミュニティセンター長・事務局長会議等において、NIVO
と各地区コミュニティセンターに対し、見直しの説明を行っ
た。

引き続き、コミュニティセンター長・事務局長会議等におい
て、NIVOと各地区コミュニティセンターに対し見直しの説
明を行い、組織のスリム化につなげる。

政策企画班

第2節
人材育成・人件費
削減・組織見直し 選挙投票区の見直し

選挙管理委員会に
おいて検討

現行 検討 検討 再編案提示 実施 検討

Ｈ２８年３月に見直し案を作成したが、Ｈ２８年７月まで
は、区長自治会長との協議する時間がなかったこと、またＨ
２９．6町長選を控えていたため、有権者の方へ混乱が生じ
ないよう配慮したため、Ｈ２８年度の具体的な実績はない。

平成２８年４月から選挙管理委員も新任されており、選挙管
理委員会における投票区の見直し案に対する判断や投票率が
低下している中での投票率向上の対策等も踏まえて再検討す
る。
見直し案の方針がまとまり次第、区長自治会長会との丁寧な
協議等を行いながら進めていく。

行政管理班

第3節
事務事業等の再
編・整理、廃止･統
合、効率化

事務事業の重点配分
（行政評価システム
の充実）

施策評価の導入および
当初予算への反映

施策評価の導入 検討 検討 実施 実施 実施 検討
事業の進捗管理を中心とした事務事業評価としたため、優先
度を設定した事業の選定や、当初予算への反映、重点配分等
には至らなかった。

施策評価における優先度設定へ向け、まずは重点事業とする
事業の選定や見直し対象事業について、全庁的に情報を共有
し、事業の取捨選択を行う。また、県の財政診断を踏まえ、
行革プランや財政計画と整合性のとれた実施計画を策定し、
当初予算へ反映させる。

政策企画班
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期間中の取り組み
（指標）

Ｈ２８
（現状）

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 指標・目標値の実績 具体的取り組み内容・目標を達成出来た（出来なかった）理由

Ｈ２９年度取り組み内容

（Ｈ２８年度実績を踏まえたＨ２９年度における取り組み内容）
担当部署取り組み内容節 具体的活動・指標

Ｈ２８年度実績
（本プランに取り組んだことによる効果）

プランにおける年度ごとの指標・目標値

第3節
事務事業等の再
編・整理、廃止･統
合、効率化

町税等の納付方法拡
大

コンビニ・クレジット
納付の調査

導入についての
調査・研究

調査・研究 調査・研究
コンビニ収納
システム導入

コンビニ収納運
用開始

運用
導入実施の調査・

研究
平成３０年度予定のシステム改修までに実施の有無を含め
て、調査研究する予定であるため。

コンビニやクレジットカード収納を実施する自治体が年々増
えてきているが、大部分が県や市レベルである。しかし、町
村でも導入している自治体があり、普及が進めば、コストの
低下も想定されるため、調査研究を継続していく。

税務管理班

第3節
事務事業等の再
編・整理、廃止･統
合、効率化

窓口サービスの向上
ワンストップ窓口の設
置

サービス向上の取組み・
総合窓口の検討

実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施 設置に向け検討

平成26年度より子育て支援業務について、南分庁舎（旧福
島銀行）でワンストップ窓口を実施しているが、その他につ
いては、費用・場所等を考慮し総合窓口の設置は難しく、既
存の窓口において各担当者が出向いて来庁者へのサービスを
行っている。

当面は、来庁者が窓口におこしの際は、複数の手続きを一つ
の窓口で済ませることができるよう、各担当者が窓口に出向
いてサービスを行う。また、専門的な判断や相談が必要な場
合は各担当の窓口へご案内する。

行政管理班

第3節
事務事業等の再
編・整理、廃止･統
合、効率化

電子行政の推進
社会教育施設予約シス
テム導入

システムの導入 調査・検討 調査・検討 システム導入 運用開始 運用 班内での検討
班内で現在の予約方法の問題点と新規システムの問題提起に
とどまった。

メリット・デメリットを調べていく。施設の空き状況がＨＰ
から確認できるようなシステムの構築を情報統計係と連携し
て進める。

社会文化班

第3節
事務事業等の再
編・整理、廃止･統
合、効率化

図書貸出予約システム
導入

システムの導入 調査・検討 調査・検討 システム導入 運用開始 運用 班内での検討
現在の図書貸出システムの内容確認と小中学校の貸出状況
(システム)の把握を行った。

最終的には町民が本の予約をパソコンからできるようになる
ことだが、まずは図書室の蔵書をＨＰから検索できるように
していくため、情報統計係と連携して進める。

社会文化班

第3節
事務事業等の再
編・整理、廃止･統
合、効率化

統合型地理情報システ
ム（GIS）の導入

新総合型GISの導入 調査・検討 調査・検討 調査・検討 調査・検討 調査・検討 調査・検討 ベンダーを活用した情報収集に努めた。 前年同様の取り組みを継続していく。 政策企画班

第3節
事務事業等の再
編・整理、廃止･統
合、効率化

住民票等のコンビニ発
行

サービスの実施 調査・検討 調査・検討 システム導入 運用開始 運用
導入実施の調査・

研究
平成３０年度予定のシステム改修までに実施の有無を含め
て、調査研究する予定であるため。

住民票等のコンビニ発行を導入する自治体が年々増えてきて
いるが、大部分が政令指定都市等であり、町村の導入率は低
い。今後については、普及が進めばコストの低下も想定され
るため、近隣町村等の動向を踏まえながら、調査研究を継続
していく。

戸籍環境班

第3節
事務事業等の再
編・整理、廃止･統
合、効率化

eL-TAXによる確定申
告件数

電子申告数
1,600人

250事業所
1,700人

260事業所
1,800人

280事業所
2,000人

300事業所
2,100人

310事業所
１，５３２人

（272事業所）

ホームページでのＰＲ、事業所へのＰＲ文書の送付、確定申
告会場に、電子申告の部屋を設定するなど、ＰＲに努めた
が、目標達成まで至らなかった。今後尚一層の取組みに努め
る。

電子申告に対応できる体制は、整っているため、町民（町内
事業所）に対し、さらなる電子申告を普及推進する。

税務管理班

第3節
事務事業等の再
編・整理、廃止･統
合、効率化

各種行事・祭り等の
見直し

健康と産業と文化の祭
典のあり方

開催方法やあり方の検討 検討 実施 実施 実施 実施 実施

例年の、文化部門の作品展示、産業部門の出店に加え、健康
部門では２８年度から「ＢＡＮＧＥ　ＷＥＬＦＡＬＥ　ＷＩ
ＮＧ　ＦＥＳ」が同時開催となった。保健福祉センター会場
は例年よりにぎわっていた。

以前から健康と産業と文化の祭典についてのあり方につい
て、健康部門、文化部門、産業部門の事業内容と日程の調整
が問題視されている。今年度は例年同様の開催とするが、今
年度の実行委員会の席上、次年度以降の文化祭企画内容の協
議を行っていく。

農林振興班

第3節
事務事業等の再
編・整理、廃止･統
合、効率化

4大祭り等の観光客数 観光客数 84,000 人 85,000 人 86,000 人 86,500 人 87,000 人 80500人
道の駅あいづ等でのパンフレットの配布及びＳＮＳを活用し
た広報活動で誘客を図った。観光客数については、秋祭りの
悪天候による人数減が大きく響した。

前年度同様snsの活用・道の駅あいづ等でのパンフレットの
配布による広報活動で誘客を図る。また、道の駅あいづ湯川
坂下と連携し、観光会社を通しながら多くの観光バスを呼び
込みたい。（仙台バス観光へ企画書提案済）

商工観光班

第3節
事務事業等の再
編・整理、廃止･統
合、効率化

広域行政の推進
滞納整理機構における
取り組み

差押え件数 21件 23件 25件 27件 29件
５５件

(５，４１７千円）
目標達成

県税部の指導のもと、徴収及び滞納整理を推進し、ひきつづ
き、町税等の収納率を向上させ、財源確保及び税の公平性を
確保する。

税務管理班

5/9



期間中の取り組み
（指標）

Ｈ２８
（現状）

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 指標・目標値の実績 具体的取り組み内容・目標を達成出来た（出来なかった）理由

Ｈ２９年度取り組み内容

（Ｈ２８年度実績を踏まえたＨ２９年度における取り組み内容）
担当部署取り組み内容節 具体的活動・指標

Ｈ２８年度実績
（本プランに取り組んだことによる効果）

プランにおける年度ごとの指標・目標値

第3節
事務事業等の再
編・整理、廃止･統
合、効率化

国民健康保険における
広域連携

広域化に向けた協議・準備 広域化準備 広域化準備 広域化 広域化 広域化
広域化に向けての
検討・取組

県・国保連との検討（ワーキンググループ）へ参加
広域化に向けたシステム改修準備

引き続き、県・国保連との検討（ワーキンググループ）へ参
加
広域化に向けたシステム改修
広報誌により制度改正の周知

保険年金班

第3節
事務事業等の再
編・整理、廃止･統
合、効率化

情報発信・情報公開
の推進

情報収集・発信体制の
構築

体制構築 検討 体制構築 実施 実施 実施 検討
情報収集及び発信の実際的かつ効率的な体制について係内で
検討を行った。

各々の部署において情報発信してもらえるよう体制構築して
いく。

政策企画班

第3節
事務事業等の再
編・整理、廃止･統
合、効率化

HP・SNS等による積
極的な情報発信

FB投稿件数 120 件 140 件 160 件 180 件 200 件 153件
ＩＴマイスター会議、広報委員会において、積極的な情報発
信を促した。

前年同様の取り組みに加え、各自のスマートフォン等での情
報発信を促す。

政策企画班

第4節
 官民連携の推進・
民間活力の利活用

アダプト制度の推進
及び活動支援

アダプト制度の推進 協定団体数 ６団体 ７団体 ８団体 １０団体 １０団体 ５団体

道路、公園や河川敷等について町と町民が定期的に環境美化
活動を行う契約をし、町はその活動に対して支援を行ってい
く制度である。平成２８年度申請団体は５団体（平成２７年
度継続団体のみ）。主に南幹線沿いの花壇に関してアダプト
制度で対応。申請団体も固定化されてしまっており、なかな
か新規での申請がない状況であり、目標達成はできなかっ
た。

平成２９年度の申請団体は３団体（平成２８年度からの継続
申請）。制度が町民の間に浸透していないと思われるので、
町ＨＰへアダプトについてのページ更新。他の媒体でもアダ
プト制度について周知を図る。
アダプト制度により管理しなくなった場所については建設課
へ対応を依頼する。

政策企画班

第4節
 官民連携の推進・
民間活力の利活用

都市公園、農村環境
等の管理方法の改善

都市公園管理の行政区
等への移行

管理委託公園数 11 箇所 12 箇所 13 箇所 13 箇所 13 箇所 11箇所
前年度お願いできた都市公園については、継続して管理をお
願いできた。

都市公園が存在する地元の各種団体に通常管理を依頼して
も、高齢化や会員減少等の理由により断られる事例が出てき
ている。しかしながら自助・共助を促し、地域コミュニティ
を醸成する観点から、各地区のコミュニティセンターや行政
区と管理方法の協議を進める。

都市土木班

第4節
 官民連携の推進・
民間活力の利活用

多面的機能支払交付金
制度

実施団体数 55組織 57組織 58組織
坂下地区以外

全地区
坂下地区以外

全地区 55組織

〇未導入の行政区に対する指導の実施
・区長に事業の説明を行った。
・要望があった地区については、地区説明会を実施した。
・事業を進める際して、指導・助言を行った。
〇実施済組織に対する指導の実施
・事業の適正化のため、中間指導・実施指導の開催
・事業に関する意見・質問に対する細やかな指導
【平成28年度実績】
　134,663,198円（国50％、県25％、町25％）

〇未導入の行政区に対する指導
　前年度の取り組みを引き続き実施する。また、役員（特に
事務担当役員）の役割やシステムの取扱について細やかな説
明をしていく。
〇実施済組織に対する指導の実施
　現在、組織内で役員（特に事務担当役員）の継承・引継ぎ
等の課題があることから、組織内において継続的に役員交代
が図られるよう指導していく。

農林振興班

第4節
 官民連携の推進・
民間活力の利活用

指定管理者制度のあ
り方

指定管理者制度のあり
方

指定管理者施設の
選定・実施

検討・選定 実施 実施 実施 実施 実施済
第4期として、導入施設を選定しＨ29年度～Ｈ33年度5年
間の指定管理者を決定した。

Ｈ２８年度実績報告の検証。 財務管理班

第4節
 官民連携の推進・
民間活力の利活用 糸桜里の湯ばんげ 来館者数 120,000 人 125,000 人 127,000 人 130,000 人 131,000 人 115000人

道の駅あいづ湯川坂下等でのパンフレット配布による広報活
動で誘客を図った。入場者数は増加しているが前年度対比だ
と一昨年度が暖冬だったため冬場の入場者数が減少した。

前年度同様道の駅あいづ湯川坂下等でのパンフレット
配布による広報活動で誘客を図る。また、食堂の利用者
も増加できるようメニューの入れ替えや限定イベント等
を計画して、入場者数の増加につなげたい。

商工観光班

第4節
 官民連携の推進・
民間活力の利活用

ばんげひがし公園・鶴
沼緑地公園

合宿等誘致による
施設使用料

0 千円 0 千円 100 千円 200 千円 300 千円 0円
鶴沼球場の利用者の増加を見込むため、使用料の見直し（値
下げ）を検討した。しかし、指定管理者の期間（5年間）の
満了になるため、平成29年度以降の対策とした。

指定管理者であるスポーツクラブバンビィと協議し施設利用
者の増加及び使用料の増収につながるよう使用料の改正や施
設のＰＲ活動などの対策を講じ指定管理者の自主財源の向上
を図る。
　中でも、高校や大学が夏休みとなる7，8月の平日の施設
使用を促進するため、町外に目を向け、合宿誘致の広報活動
や営業活動を周辺市町村の旅館等と協力して展開する。

都市土木班

第4節
 官民連携の推進・
民間活力の利活用

社会福祉協議会のあ
り方

組織体制の構築と地域
福祉の推進

組織体制の構築 検討 実施 実施 実施 実施
高齢者福祉サービ
ス等の業務委託

地域福祉の充実に向け、社会福祉協議会を核とした地域支え
合い体制の確立を目指し①②について取り組んだ。
　①組織体制強化を目的に、平成29年度４月からの新規職
員採用に向けて、募集人員や給与体制について協議・検討し
進めた。
　②町からの業務委託事業の内容について検討した。

福祉業務では、事務局員・福祉専門員等の人員を増員した体
制の中で、高齢者福祉事業などの業務委託を追加し実施。ま
た介護保険事業では、地域包括支援事業の推進を図る。

福祉健康班
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期間中の取り組み
（指標）

Ｈ２８
（現状）

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 指標・目標値の実績 具体的取り組み内容・目標を達成出来た（出来なかった）理由

Ｈ２９年度取り組み内容

（Ｈ２８年度実績を踏まえたＨ２９年度における取り組み内容）
担当部署取り組み内容節 具体的活動・指標

Ｈ２８年度実績
（本プランに取り組んだことによる効果）

プランにおける年度ごとの指標・目標値

第4節
 官民連携の推進・
民間活力の利活用

各種業務の民間委託
の推進

民間委託への調査検討 民間委託への調査検討 調査検討 調査検討 調査検討 調査検討 調査検討 調査・検討
先進自治体や類似団体等における取り組み状況の調査検討に
とどまっている。

対象となる業務を洗い出すとともに、原課と一体的に検討・
協議を進める。

政策企画班

第4節
 官民連携の推進・
民間活力の利活用

施設整備におけるＰ
ＦＩ等の民間活用

新庁舎建設における検
討

建設手法の
調査・方針決定

調査検討 調査検討 調査検討 検討実施 検討実施 調査・検討
地方における実施事例は少なく、人口規模の小さい町村での
導入は難しいものと考えている。

PFI手法だけでなく、様々な手法を調査し、より経費の縮減
や工期の短縮を図ることができる手法について検討してい
く。

政策企画班

第4節
 官民連携の推進・
民間活力の利活用

道の駅あいづ湯川・
会津坂下の利活用

道の駅あいづ湯川・会
津坂下の利活用

農産物販売額
6次化商品の開発件数

５０００万
４０件

５６００万
６０件

６３００万
８０件

７０００万
１００件

７０００万
１００件

5,112万円
25件

６次化商品の試食・販売会を２回開催し、６次化商品のＰＲ
に努めた。売上額は対前年度比26.5%増となり、出荷者の
所得向上につながった。

引き続き、地元素材のＰＲや販売拡大を目指して、6次化商
品のブランド認定・販売支援に取り組む。

政策企画班

第4節
 官民連携の推進・
民間活力の利活用

各地域（地域づくり
協議会）における取
り組み

地域づくり協議会の自
主運営（人材育成）

自主運営・運営体制の構築 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討
コミュニティセンター長・事務局長会議等において、NIVO
と各地区コミュニティセンターに対し、事業内容の説明を
行った。

引き続き、コミュニティセンター長・事務局長会議等におい
て、NIVOと各地区コミュニティセンターに対し事業内容の
説明を行い、事業の取り組みにつなげる。

政策企画班

第4節
 官民連携の推進・
民間活力の利活用

地域支え合い体制の構
築

体制構築
関係団体と協

議
関係団体と協

議
活動の検討 活動の検討 活動開始

関係団体への啓
発。
核となる団体との
協議

町社会福祉協議会を核とした体制作りを検討。生活支援体制
整備事業について社会福祉協議会に委託し準備作業。
関係団体（町関係部署、町社会福祉協議会、包括支援セン
ター、ＮＰＯこころの森）の事務局にて勉強会、一般町民向
けの講演会を実施し啓発活動を行った。

町社会福祉協議会に生活支援コーディネータを配置し、事業
を進める。現在の支え合いの資源及びニーズの調査と、関係
団体と連携した研修会を実施する。

保険年金班

第4節
 官民連携の推進・
民間活力の利活用

スポーツ振興の充実
（バンビィ）

自主財源の確保、人材
育成

会員数 774 人 800 人 900 人 1,000 人 1,000 人

平成27年度会員
774名

平成28年度会員
721名

53名の減

昨年度より会員数が53名減となった。主な理由は少子化、
会費の値上げ等が考えられる。28年度にバンビィの職員1
名が町民の健康づくりの推進のため健康運動実践指導者の資
格を取得した。

自主財源確保のために、昨年度取得した健康運動実践指導者
の資格を活かし、自主事業へ繋げていく。また、引き続き、
講座教室等の自主運営を積極的に行う。賛助会員を含め、更
にＰＲをしていく。

社会文化班

第5節
公共施設の管理及
び利活用

公共施設修繕・改修
長期計画

公共施設総合管理計画
総合管理計画における修繕・
除却

検討 計画策定 実施 実施 実施 H29.3月策定
Ｈ28年度中に策定しなければならなかったため、総務省の
策定要件を満たした内容で策定した。なお、施設の個別計画
については、Ｈ29年度中に策定することとした。

公会計固定資産台帳整備がＨ29．7月末までとなっている
ため、終了後、施設個別計画を策定する。

財務管理班

第5節
公共施設の管理及
び利活用

教育施設における長寿
命化計画策定

長寿命化計画の策定・実施 計画策定準備 計画策定準備 計画策定
計画に基づく管

理
計画に基づく管

理 調査研究を実施
会津坂下町総合管理計画（平成２９年３月策定）に基づき、
教育施設長寿命化計画の調査・研究（他自治体の事例等）を
進めた。

会津坂下町総合管理計画との整合性を図り、計画策定（準
備）を進める。

教育総務班

第5節
公共施設の管理及
び利活用 維持管理費等の削減

新電力及びＬＥＤ化の
検討

電力自由化・ＬＥＤ化の
検討

検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討実施
新電力にした場合のコスト調査を実施した。
ＬＥＤ化については、南小学校で導入した。

　新電力に切り替えるように進める。ＬＥＤ化については、
計画なし。

財務管理班

第5節
公共施設の管理及
び利活用

太陽光発電・蓄電シス
テムの活用

蓄電率の決定 検討 蓄電率の決定 50% 50% 50% 実施
新規設置なし。中央公民館、小・中学校に設置しているが、
蓄熱した電力は、小・中学校の職員室の電力として使用して
いる。

継続実施 財務管理班

第5節
公共施設の管理及
び利活用 町営住宅の管理

中岩田団地の一部取壊
し・分譲

移転・解体・分譲 移転 移転 解体・造成 分譲 分譲 1件実施

具体的取り組み内容
①移転対象者への移転交渉
②希望する町営住宅の空家の確保・整備
目標を達成できなかった理由
①移転対象者の希望する町営住宅空家の確保ができなかった
こと。
②移転対象者の中には単身高齢者もおり、移転に対し、難色
を示している。

①希望する町営住宅の空家の確保・整備を進める。
②移転交渉の継続実施。

都市土木班
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期間中の取り組み
（指標）

Ｈ２８
（現状）

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 指標・目標値の実績 具体的取り組み内容・目標を達成出来た（出来なかった）理由

Ｈ２９年度取り組み内容

（Ｈ２８年度実績を踏まえたＨ２９年度における取り組み内容）
担当部署取り組み内容節 具体的活動・指標

Ｈ２８年度実績
（本プランに取り組んだことによる効果）

プランにおける年度ごとの指標・目標値

第5節
公共施設の管理及
び利活用 町有施設の有効活用

保健福祉センター（福
祉活動拠点整備）

福祉施策の充実
関係機関との

協議
関係機関との

協議
関係機関との

協議
関係機関との

協議
関係機関との

協議
指定管理検討

施設整備

指定管理者の検討はしたが該当とならず、施設管理の委託に
ついて検討した。また、「子育て交流センター」の開所によ
り、「金銀交流サロン」のあり方を「住民の居場所」として
位置づけるとともに、保健福祉センターを福祉活動拠点とし
て強化するため、社会福祉協議会と包括支援センターの事務
室を配置変更し、施設整備を実施した。

介護保険制度との関わりの中で、平成30年度から地域包括
支援センターを社会福祉協議会が受託することを見据え、総
合的な福祉拠点としての準備を進める。

福祉健康班

第5節
公共施設の管理及
び利活用

町営スキー場（通年利
活用）

利用者数 600 人 700 人 750 人 800 人 850 人 600人
野外コンサート等で積極的に利用してもらった。広報活動
もあり開催した野外コンサートによる多くの集客があった。

snsを活用しながら野外コンサート等に利用してもらえる
よう広報活動をする。

商工観光班

第5節
公共施設の管理及
び利活用 五浪美術記念館 来館者数 1,750 人 2,000 人 2,150 人 2,300 人 2,450 人

2，293人

　入館者の増加を図るため、開館以来初となる写真展(只見
線復興支援　鉄道風景写真展　只見線)を開催した。これら
の結果、入館者が大幅に増加し目標値を達成した。

　多くの町民に活用していただくため、運営委員会に諮って
町民ギャラリーとしての運用を開始。

社会文化班

第5節
公共施設の管理及
び利活用 埋蔵文化財センター 利用者数 開設準備 開設 100 人 200 人 300 人

文化庁から補助金
による埋文セン
ター設立の許可を
得られた。

 県文化財課の担当者とともに文化庁に赴いて、埋蔵文化財
センター設立の趣旨を説明して、平成２９年度からの実施を
申し入れ、予算的処置を認められるが複数年度で実施するこ
ととなる。

　埋蔵文化財センター設立の国庫補助金申請を行い獲得、こ
れに伴い埋蔵文化財センター事務所、図書収蔵室、遺物収蔵
室の整備を行い、年度内に整理室からの引っ越しを行う。

社会文化班

第5節
公共施設の管理及
び利活用

子育てふれあい交流セ
ンター

年間利用者数 開所 6,000 人 6,600 人 7,200 人 7,800 人 6,085人

　町内利用者　４，０２７人、町外利用者　２，０５８人
１日平均　２８．７人、
　
　毎月、健やかキッズ、各種イベントなどを行い親子のふれ
あいの場を提供してきた。利用者はリピーターが多く、好評
を得る声をいただいている。

　各種広報活動をし、年間利用者数を増やす。
町内利用者数目標　４，５００人
町外利用者数目標　２，0００人
　毎月、健やかキッズ、各種イベントなどの内容を充実さ
せ、利用者の満足度を向上させる。

子ども支援班

第5節
公共施設の管理及
び利活用

新庁舎・総合体育館
の建設

新庁舎建設の基金積立
基金積立額（千円）
（累計額）

80,000
(192,000)

80,000
(272,000)

80,000
(352,000)

80,000
(432,000)

80,000
(512,000) 実施 計画どおり8,000千円積立 当初予算に8,000千円計上し、計画通り積み立てる。 財務管理班

第6節 財政健全化の推進
補助費等（単独・補
助）

補助金の適正化 補助金の適正化 実施 審議会検討 実施 実施 審議会検討 現行制度で実施 Ｈ２９年度で見直しを図るため。
12月下旬までに、補助金制度審議会を開催し、事業ごとの
見直しを図り、補助金の適正化を図る。

財務管理班

第6節 財政健全化の推進 負担金 負担金の適正化 負担金の適正化 実施 実施 実施 実施 実施 実施
当初予算編成ヒアリングにおいて、負担金金額が適正かどう
か、検証するよう担当課と協議。

大幅な見直しについては、補助金制度審議会と並行して実施
する。

財務管理班

第6節 財政健全化の推進 委託料の改善
給食センターにおける
委託契約

リスク分担の調査 調査確認 調査確認 調査確認
リスク分担の

検討
委託契約

消耗品リスク分担
の実施（60千円の

減）
調査確認

センター２階は委託業者職員の控え室、専用トイレ、専用洗
面所が設置してある。ここで使用するペーパータオル、トイ
レットペーパーについては委託業者が負担することにした。
年間約６万円の町負担分が減額された。
薬剤については、調理機器、施設の消毒・洗浄に使用するの
が殆どであるため、業者との分担は考えにくいと判断する。

安全・安心な給食を提供する上で、衛生面についての危機意
識は重要である。食中毒、ノロウィルス防止に努め、調理に
携わる者、調理機器、施設の洗浄、消毒の徹底を図る。

給食センター

第6節 財政健全化の推進

浄化センターの包括的
民間委託（長期継続契
約）

委託料削減見込み額

一括契約・包括的民間委託の
検討

単独契約

調査検討

2,000千円

調査検討

2,000千円

調査検討

2,000千円

調査検討

2,000千円

調査検討

長期継続契約締結
による維持管理費
の削減

坂下中央浄化センター管理汚泥棟の完成（Ｈ27年度）によ
る維持管理経費等調査のため単年度契約とした。

平成29年度から平成31年度までの3年間の長期継続契約を
締結し、公共下水道で972,000円／年、農業集落排水で
65,520円／年を削減した。今後は、処理場の維持管理につ
いて、性能発注を基本とした包括的民間委託について調査研
究する。

上下水道班

第6節 財政健全化の推進
介護保険制度改正にか
かる業務委託

受入れ団体の組織強化及び
一括委託

組織強化 組織強化 組織強化
一括委託の検

討
一括委託の協

議

町社会福祉協議会
への地域包括支援
センターの委託検
討

現行委託先より、平成３０年度より受託意思がないとの回答
があり、平成３０年度より地域包括支援センターと新規３事
業の一括委託の準備を進める。

平成３０年度より町社会福祉協議会において、受託意思があ
るとの回答があり、平成３０年度より地域包括支援センター
と新規３事業の一括委託の準備を進めている。

保険年金班
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期間中の取り組み
（指標）

Ｈ２８
（現状）

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 指標・目標値の実績 具体的取り組み内容・目標を達成出来た（出来なかった）理由

Ｈ２９年度取り組み内容

（Ｈ２８年度実績を踏まえたＨ２９年度における取り組み内容）
担当部署取り組み内容節 具体的活動・指標

Ｈ２８年度実績
（本プランに取り組んだことによる効果）

プランにおける年度ごとの指標・目標値

第6節 財政健全化の推進
特別会計への繰出金
の抑制

国民健康保険特別会計 一人当たりの医療費
対前年比

-0.1%
対前年比

-0.1%
対前年比

-0.1%
対前年比

-0.1%
対前年比

-0.1%
対前年比
-0.3％

高齢者の感冒やインフルエンザなどの流行が穏やかであった
と推測、1人当たりの医療費－1,093円（－0.3％）抑制。
具体的な取組として、保健士等が重症化予防対象者に対し個
別訪問（保健指導）を実施。また、健康づくり等の記事を町
広報誌へ掲載。

1人当たりの医療費が抑制しているため、前年度の取組は引
き続き実施する。新たに糖尿病性腎症重症化予防事業を実施
し、重症化が予想される対象者のうち、医療未受信者、受診
中断者を医療機関へ適正に結びつけていく。

保険年金班

第6節 財政健全化の推進 国保特会積立金の確保 国保基金残高 30 千円 30,000 千円 60,000 千円 90,000 千円 120,000 千円
Ｈ２８年度末基金

30,036千円
保険給付費の減少もあり、計画どおり基金積立。

国保広域化により県への納付金額が不透明であることと、県
借入金の償還があることを考慮し、基金積立を図りたい。。

保険年金班

第6節 財政健全化の推進 介護保険特別会計
介護事業計画による事業
の適正運営・基金計画の作成

現行基金計画
の実施

現行基金計画
の実施。

次期介護事業
計画の策定

実施 実施 実施
H２８年度末基金
113,247千円

第６期介護計画による保険料設定により、計画のとおり基金
積立。

急激な介護給付の増、または、保険料の抑制等を踏まえ第７
次介護計画策定も踏まえ積立を図りたい。

保険年金班

第6節 財政健全化の推進
下水道・農業集落排水
特別会計

接続率（下水道）
接続率（農集排）

下水道
　74.2％
農集排
　74.8％

下水道
　78.6％
農集排
　76.8％

下水道
　81.9％
農集排
　78.8％

下水道
　83.9％
農集排
　80.8％

下水道
　86.0％
農集排
　82.8％

下水道
　75.3％
農集排
　74.8％

町広報紙、ＨＰの広報媒体や下水道フェスティバル等のイベ
ントをとおして普及啓発を行った。
坂下西・坂下中央処理区の整備拡大区域では、事業説明会を
開催し、加入促進を行った。

前年度同様、広報媒体による普及啓発活動を実施する。
排水設備工事に係る補助制度を周知し、接続率向上に繋げ
る。
(公財)福島県下水道公社主催の「下水道フォーラム」と町主
催の「下水道フェスティバル」を同日開催し、下水道事業推
進の気運と普及促進を図る。

上下水道班

第6節 財政健全化の推進
坂下東第一土地区画整
理事業特別会計

一般会計繰出金 163,867 千円 165,000 千円 165,000 千円 170,000 千円 170,000 千円
Ｈ28年度実績額
167,933千円

事業計画の見直しによる総事業費の抑制を図っているが、国
の補助率の低下も相まって事業の長期化が懸念され、事業費
の抑制は極めて困難な状況にある。（歳入の７割超を一般会
計からの繰入金が占める。）

事業の長期化は事業費の肥大化に直結することから、事業の
更なる見直しや大胆な予算編成などに時期を見て取り組むと
ともに、普段から歳入の確保と歳出の抑制に努める。

都市土木班

第6節 財政健全化の推進
町債残高の減少と財
政調整機能の確保

実質公債費比率 実質公債費比率 14.10% 13.70% 13.10% 12.30% 11.80% 13.9%

基準財政需要額に算入される起債を重点的に活用した。ま
た、地方債の元利償還金は53,271千円増額となったが、債
務負担行為に係る支出や公営企業への繰出金が61,083円減
額となったため。

Ｈ28年度同様に有効な起債を活用し、将来負担額の軽減及
び財政の健全化に努める。

財務管理班

第6節 財政健全化の推進 財政調整基金残高 財政調整基金残高 150,000 千円 200,000 千円 250,000 千円 300,000 千円 350,000 千円

未達成
123,077千円

（48,822千円）

Ｈ28年度分積立額48,822千円であり、積立額123,077千
円となり、目標達成できなかった。地方消費税交付金及び地
方譲与税が50,000千円ほど予算割したことが大きい。

国の交付金額について、確実な算定に努め予算割れしないよ
う徹底し、目標額をクリアする。

財務管理班

第6節 財政健全化の推進
財政諸表の公表と活
用

地方公会計システムの
導入

システム導入
固定資産台帳

整備
システム導入 実施・公表 実施・公表 実施・公表

固定資産台帳整備
については、繰越
となった。システ
ムについては導入
済

固定資産台帳整備については、現地確認と登記簿とのすり合
わせが時間がかかり、Ｈ29．7月末まで繰越となった。

Ｈ29年7月まで固定資産税台帳を整備し、公会計システム
に取り入れ、財務書類を完成させる。

財務管理班

第6節 財政健全化の推進
公営企業における企
業会計の導入

企業会計への移行及び
経営戦略策定

企業会計への移行
経営戦略の策定

調査・研究
経営戦略策定

調査・研究 調査研究
企業会計移行

業務委託
企業会計移行

業務委託 経営戦略の策定
公共下水道事業及び農業集落排水事業の経営戦略を策定し
て、中期経営計画を立案するとともに使用料改定についても
検討することとした。

経営戦略に係る使用料改定、並びに公営企業会計移行に向け
てのロードマップ等の基本方針について調査研究する。

上下水道班

第7節 議会における取組 議会における取組
議会議員の報酬及び費
用弁償

報酬・費用弁償 現行どおり
答申内容を尊

重
答申内容を尊

重
答申内容を尊

重
答申内容を尊

重 現行どおり
特別職報酬等審議会において議員報酬見直しの答申はなかっ
た。また議会改革特別委員会では、議員定数と議員報酬を切
り離し議論を継続している。

特別委員会及び審議会の内容を尊重する。 議会事務局

第7節 議会における取組 議会議員の費用弁償 議会議員の定数 定数 16 人 16 人 16 人

特別委員会の
答申に基づい

た定数による改
選

答申に基づい
た定数 16人

議会改革特別委員会を延べ１１回開催し、議員定数及び常任
委員会の在り方について検討を進めた。３月１０日に特別委
員会で中間報告を取りまとめ、議会全員協議会へ報告した。
なお、常任委員会再編の結論が出されたものの、定数につい
ては、削減、現状維持の意見があり、継続審議となってい
る。

議会改革特別委員会の検討内容を尊重する。
（特別委員会で検討後、議長へ答申する予定である。）

議会事務局
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